
 

○御殿場市駐車場条例 

平成１７年９月２８日 

条例第２８号 

改正 令和元年９月１７日条例第７号 

御殿場市駐車場条例（平成元年御殿場市条例第９号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 自動車、原動機付自転車及び自転車の駐車施設を整備するため、駐車場法（昭和

３２年法律第１０６号）に基づき、駐車場を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

御殿場市営駅南駐車場 御殿場市新橋１８４８番地の６ 

（指定管理者による管理） 

第３条 市長は、御殿場市営駅南駐車場（以下「駐車場」という。）の設置の目的を効果

的に達成するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規

定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの（以下「指定管理者」と

いう。）に駐車場の管理を行わせることができる。 

（指定管理者が行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 駐車場の利用の承認に関する業務 

(2) 駐車場の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の設定及び徴収に関する業

務 

(3) 利用料金の免除に関する業務 

(4) 利用料金の還付に関する業務 

(5) 開場時間の変更に関する業務 

(6) 駐車場の施設、設備等の維持管理に関する業務 

(7) その他駐車場の管理上、市長が必要と認める業務 

（開場時間等） 

第５条 駐車場の開場時間及び入出場の取扱時間は、午前０時から午後１２時までとする。

ただし、原動機付自転車及び自転車の入出場の取扱時間は、午前６時３０分から午後９

時３０分までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市

長の承認を得て、開場時間又は入出場の取扱時間を変更することができる。 
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（供用の休止） 

第６条 指定管理者は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、あらかじ

め市長の承認を得て、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。 

（利用料金等） 

第７条 駐車場を利用する者（以下「利用者」という。）は、駐車場の利用を終えたとき

に、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、回数券又は定期券により駐車場を利用しようとする者は、

回数券又は定期券の交付を受けたときに利用料金を納付しなければならない。 

３ 駐車場の利用料金並びに回数券及び定期券の料金は、指定管理者が別表に定める金額

の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。 

４ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表すると

ともに、利用者に周知しなければならない。 

５ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

（利用料金の免除） 

第８条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、利用料金を免除

することができる。 

(1) 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３９条第１項に規定する緊急自動車を

駐車させるとき。 

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うために使用する自動車を駐車させる

とき。 

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。 

（利用料金の不還付） 

第９条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、定期駐車料金、駐車１日券及び駐車１

泊券については、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を

還付することができる。 

（駐車の拒否） 

第１０条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、自動車、原動

機付自転車又は自転車（以下「自動車等」という。）の駐車を拒否することができる。 

(1) 駐車場の構造上、自動車等を駐車させることができないとき。 

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。 

(3) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。 

(4) 他の自動車等の駐車を妨げる物品を積載しているとき。 

(5) 駐車場の施設を汚損するおそれがあるとき。 



 

(6) 前各号のほか駐車場の管理に支障があると認めるとき。 

（禁止行為） 

第１１条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 他の自動車等の駐車を妨げること。 

(2) 駐車場の施設及び工作物並びに駐車中の自動車等を汚損すること。 

(3) みだりに火気を使用すること。 

(4) ごみその他の汚物を捨てること。 

(5) みだりに騒音を発すること。 

(6) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。 

(7) 広告物のたぐいを掲示し、又は配布すること。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をする

こと。 

（立入禁止） 

第１２条 駐車場に駐車する自動車等の運転者、同乗者その他用務のあるもの以外の者は、

駐車場へ立ち入ることができない。 

（損害賠償の義務） 

第１３条 駐車場の施設を損傷した者は、その損害額を賠償しなければならない。ただし、

市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

（市長による管理） 

第１４条 第３条の規定による指定管理者の指定を行わないとき、又は御殿場市公の施設

の指定手続等に関する条例（平成１７年御殿場市条例第１４号）第１４条の規定により

指定管理者の指定を取り消したときは、市長が駐車場の管理を行うものとする。 

２ 前項の場合において、第５条第２項中「指定管理者は、必要があると認めるときは、

あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは」と、

第６条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「あらかじめ市長の承認を得て、駐車

場の全部又は一部の供用を休止することができる」とあるのは「駐車場の全部又は一部

の供用を休止することができる」と、第７条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用

料」と、同条第１項中「利用料金を指定管理者」とあるのは「使用料を市長」と、同条

第２項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第３項中「利用料金」とあるのは

「使用料」と、「指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の

承認を得て定める」とあるのは「別表に定める額とする」と、第８条の見出し中「利用

料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用

料金」とあるのは「使用料」と、第９条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」



 

と、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」

と、第１０条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。 

（過料） 

第１５条 市長は、不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額

の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、５万円と

する。）以下の過料に処することができる。 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の御殿場市駐車場条例の規定により発行してある駐車

回数券にあっては、改正後の御殿場市駐車場条例の規定により発行した駐車回数券とみ

なす。 

附 則（令和元年９月１７日条例第７号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（使用料又は利用料金に係る経過措置） 

２ この条例による改正後の料金の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用に係

る使用料又は利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料又は利用料金につい

ては、なお従前の例による。 

（施行前の準備） 

１０ 御殿場市駐車場条例別表第２項の規定に基づく定期駐車料金の設定は、施行日前に

おいてもこれを行うことができる。 

別表（第７条関係） 

（一部改正〔令和元年条例７号〕） 

１ 普通駐車料金 

区分 金額 

自動車 昼間料金 

（午前８時から午後８時まで） 

３０分までごとに１００円。

ただし、１，２００円を限度

とする。 

夜間料金 ６０分までごとに１００円。



 

（午後８時から翌日午前８時まで） ただし、１，０００円を限度

とする。 

原動機付自転車 

（午前６時３０分から午後９時３０分まで） 

２００円 

自転車 

（午前６時３０分から午後９時３０分まで） 

１００円 

２ 定期駐車料金 

区分 金額 

自動車 １か月 １３，２４０円 

自転車 １か月 １，０１０円 

３か月 ３，０３０円 

３ 駐車回数券 

区分 金額 

駐車１００円券 １枚 １００円 

１枚１００円券２５枚組 ２，０３０円 

駐車１日券（入場から２４時間まで） ２，２００円 

駐車１泊券（午後８時から翌日午前８時まで） １，０００円 

駐車昼間券（午前８時から午後８時まで） １，２００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○御殿場市駐車場条例施行規則 

平成１７年１０月５日 

規則第２８号 

御殿場市駐車場条例施行規則（平成２年御殿場市規則第９号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、御殿場市駐車場条例（平成１７年御殿場市条例第２８号。以下「条

例」という。）の施行に関し、必要な事項を定める。 

（利用の手続） 

第２条 駐車場を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、自動車を入場させ

るときに駐車券（様式第１号）の交付を受けなければならない。ただし、定期駐車券に

よる利用者、原動機付自転車による利用者又は自転車による利用者については、この限

りでない。 

２ 駐車券は、これを亡失し、又は損傷したときは、入場時間を確認し、再交付すること

ができる。この場合において、利用者は、入場時間確認申請書（様式第２号）を指定管

理者に提出しなければならない。 

３ 駐車券は、自動車を出場させようとするときに提出しなければならない。 

（定期券の購入） 

第３条 条例第７条に規定する定期券（定期駐車券（様式第３号）又は自転車定期券（様

式第４号））を購入しようとする者は、利用しようとする月の１０日前から前日までに

定期券購入申込書（様式第５号）を指定管理者に提出しなければならない。ただし、継

続して定期券を購入しようとするときは、使用中の定期券を提示することにより、これ

に代えることができる。 

（利用料金の徴収） 

第４条 条例第７条に規定する利用料金の徴収は、現金、定期券、駐車１００円券（様式

第６号）、駐車１日券（様式第７号）、駐車１泊券（様式第８号）又は駐車昼間券（様

式第９号）によって徴収する。 

２ 前項の規定により利用料金を徴収したときは、領収証（様式第１０号）又は原動機付

自転車・自転車領収証（様式第１１号）を交付する。ただし、定期券での徴収について

は、この限りでない。 

（利用料金の免除） 

第５条 条例第８条第３号の規定に基づき利用料金の免除を受けようとする者は、料金免

除申請書（様式第１２号）を指定管理者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の申請書の内容を審査し、必要と認めるときは、料金免除券（様
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式第１３号）を交付する。 

（遵守事項） 

第６条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 駐車位置及び駐車場内の交通規制について、施設管理者の指示に従うこと。 

(2) 駐車中の自動車のエンジンを停止し、ドア等を施錠すること。 

(3) 積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。 

(4) 自動車、原動機付自転車又は自転車を入場又は出場させるときを除き、みだりに駐

車場内に立ち入らないこと。 

(5) 防犯登録を受け、住所及び氏名を記入した自転車を駐車すること。 

(6) 盗難予防のため、施錠をすること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の業務又は他の利用者の妨げになる行為をしな

いこと。 

（事故等の届出及び応急措置） 

第７条 利用者は、駐車場内において次の各号のいずれかに掲げる事項が生じたときは、

指定管理者に届け出なければならない。 

(1) 事故を起こしたとき。 

(2) 駐車場の施設及び工作物並びに駐車中の自動車、原動機付自転車又は自転車を汚損

したとき。 

２ 指定管理者は、前項の届出があったとき、又は駐車場内において事故が発生するおそ

れがあると認めるときは、速やかに所定の措置を採らなければならない。 

（市長による管理） 

第８条 条例第１４条の規定により、市長が駐車場の管理を行う場合は、第２条第２項及

び第３条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第４条（見出しを含む。）中「利用

料金」とあるのは「使用料」と、第５条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」

と、同条第１項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市

長」と、同条第２項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第７条中「指定管理者」

とあるのは「市長」と読み替えるものとする。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第３条関係） 

様式第５号（第３条関係） 

様式第６号（第４条関係） 

様式第７号（第４条関係） 

様式第８号（第４条関係） 

様式第９号（第４条関係） 

様式第１０号（第４条関係） 

様式第１１号（第４条関係） 

様式第１２号（第５条関係） 

様式第１３号（第５条関係） 

 

 


